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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液浸リソグラフィにおける光学系の洗浄方法であって、
　リソグラフィ用のワークピースをステージ上に位置付け、吸湿性材料で形成された光学
素子を有する投影光学系を前記ワークピースの上方に且つワークピースに対向すると共に
前記光学素子とワークピースとの間に隙間が設けられるように位置付けることと、
　液浸リソグラフィプロセス中に液浸液体が前記光学素子及び前記ワークピースに接触す
るように、前記隙間に液浸液体を供給することと、
　前記光学素子を取り外さずに前記光学素子を洗浄プロセス中に洗浄することとを含み、
　前記洗浄プロセスが前記光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む液
浸リソグラフィにおける光学系の洗浄方法。
【請求項２】
　前記洗浄プロセスが、前記液浸液体に対して親和性を有する洗浄液体を前記光学素子に
接触させ、それにより前記光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請
求項１に記載の洗浄方法。
【請求項３】
　前記液浸液体が水であり、前記洗浄液体がエタノールである請求項２に記載の洗浄方法
。
【請求項４】
　前記洗浄プロセスが、加熱デバイスで前記光学素子を加熱し、それにより前記光学素子
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によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項５】
　前記洗浄プロセスが、前記光学素子上に減圧状態を発生させ、それにより前記光学素子
によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請求項１に記載の洗浄方法。
【請求項６】
　レチクルを保持するように配置されたレチクルステージと、
　ワークピースを保持するように配置されたワーキングステージと、
　前記ワーキングステージに対向し、吸湿性材料で形成された光学素子を含み、照明源か
らの照射により前記レチクルのパターン像を前記ワークピース上に投影するように構成さ
れている投影システムと、
　液浸リソグラフィプロセス中に、液浸液体を、前記光学素子と前記ワークピースとの間
に画成されている隙間に供給して前記光学素子及びワークピースに接触させるための流体
供給デバイスと、
　前記光学素子を取り外さずに前記光学素子を洗浄プロセス中に洗浄するためのクリーニ
ングデバイスとを備え、
　前記クリーニングデバイスが、前記光学素子によって吸収された液浸液体を取り除く液
浸リソグラフィ装置。
【請求項７】
　前記クリーニングデバイスが、前記液浸液体に対して親和性を有する材料を貯蔵するリ
ザーバーを含む請求項６に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項８】
　前記液浸液体が水であり、前記材料がエタノールである請求項７に記載の液浸リソグラ
フィ装置。
【請求項９】
　前記クリーニングデバイスが、前記光学素子を加熱し、それにより吸収された液浸液体
を取り除くための熱発生デバイスを含む請求項６に記載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１０】
　前記クリーニングデバイスが、前記光学素子上に減圧状態を発生させ、それにより前記
光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くための真空デバイスを含む請求項６に記
載の液浸リソグラフィ装置。
【請求項１１】
　リソグラフィプロセスを使用する物体の製造方法であって、前記リソグラフィプロセス
がクレーム６～１０のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置を利用する物体の製造
方法。
【請求項１２】
　リソグラフィプロセスを使用するウェハのパターニング方法であって、前記リソグラフ
ィプロセスがクレーム６～１０のいずれか一項に記載の液浸リソグラフィ装置を利用する
ウェハのパターニング方法。
【請求項１３】
　液浸リソグラフィ装置において、パターン像をワークピース上に投影するように構成さ
れている投影システムの一部である光学素子の洗浄方法であって、
　前記光学素子を液浸液体に浸漬することと、
　前記浸漬された光学素子を取り外さずに前記光学素子を洗浄プロセス中に洗浄すること
とを含み、
　前記光学素子は、吸湿性材料で形成され、
　前記洗浄プロセスが前記光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む光
学素子の洗浄方法。
【請求項１４】
　前記洗浄プロセスが、前記液浸液体に対して親和性を有する洗浄液体を前記光学素子に
接触させ、それにより前記光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請
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求項１３に記載の洗浄方法。
【請求項１５】
　前記液浸液体が水であり、前記洗浄液体がエタノールである請求項１４に記載の洗浄方
法。
【請求項１６】
　前記洗浄プロセスが、加熱デバイスで前記光学素子を加熱し、それにより前記光学素子
によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請求項１３に記載の洗浄方法。
【請求項１７】
　前記洗浄プロセスが、前記光学素子上に減圧状態を発生させ、それにより前記光学素子
によって吸収された液浸液体を取り除くことを含む請求項１３に記載の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願のデータ：本出願は、２００３年４月１１日に出願された米国仮特許出願第６
０／４６２，５５６号及び２００３年６月２７日に出願された米国仮特許出願第６０／４
８２，９１３号の優先権を主張しており、これらの仮出願の開示全てをここに援用して本
文の記載の一部とする。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、液浸リソグラフィシステムに関し、より具体的には、液浸リソグラフィのプ
ロセスにおいて、水と接触し水を吸収する光学素子を洗浄するための方法及びシステムに
関する。
【０００３】
　液浸リソグラフィシステムは、例えば、ＷＯ９９／４９５０４に開示されており、ＷＯ
９９／４９５０４はこの分野の一般的背景技術及びそれに関連する幾つかの一般的な考慮
点を記載するために、その開示をここに援用して本文の記載の一部とする。このような液
浸リソグラフィシステムは、ウェハなどのワークピースと、レチクルの像をワークピース
上に投影するための光学系（システム）の最終段階（終端）光学素子との間の空間に液体
を供給するように適合されている。これによって、供給された液体は、光学システムの性
能と露光の質を高めている。
【０００４】
　供給される液体は、波長が１９３ｎｍの光に対しては水にし得るが、他の波長を有する
光に対しては異なる液体が必要とされ得る。光学システムの終端光学素子は液体に曝され
るため、液体は幾らかが吸収される可能性がある。この可能性は、光学システムの終端光
学素子がレンズである場合に特に高くなる。なぜならば、リソグラフィシステム用の一般
的なレンズ材料はフッ化カルシウムであるが、これは吸湿性を有する材料であり周囲の環
境から水を吸収し易い。
【０００５】
　吸収された水は様々な問題を起こし得る。第一に、吸収された水はレンズの屈折性を変
えること又はレンズを膨張させそれによってレンズの形状を変えることにより、レンズに
よって投影された像を劣化し得る。第二に、化学的効果に起因するレンズの長期間にわた
る劣化を引き起こし得る。
【０００６】
　従来の空気浸露光リソグラフィシステムにおいては、光学素子がクリーニング（清掃、
洗浄）される時などの保守（メンテナンス）作業のために、光学素子を着脱可能に製造す
ることが要求されていた。しかしながら、光学素子を取り外してクリーニング後に付け直
すこと、又は光学素子を新たに交換することは、煩雑で時間のかかる作業である。
【０００７】
　本発明の目的は、したがって、吸収された水の量が臨界値に達することなく、且つ像の
劣化及びレンズの長期間にわたる損傷を防止出来るように、レンズから水を定期的に取り
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除くためのシステム及び方法を提供することである。
【０００８】
　本発明の別の目的は、液浸リソグラフィ装置の光学素子の保守をより容易なものとし、
それにより光学素子の耐用年限を向上させるためのシステム及び方法を提供することであ
る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の液浸リソグラフィ装置は、レチクルを保持するために配置されたレチクルステ
ージと、ワークピースを保持するために配置されたワーキングステージと、照明源と、前
記ワーキングステージに対向する光学素子とを含み、前記光学素子とワークピースとの間
に隙間を画成しながら前記照明源からの照射により前記レチクルのパターン像を前記ワー
クピース上に投影するための光学システムと、液浸リソグラフィプロセス中に液浸液体を
前記光学素子と前記ワークピースとの間に供給し且つ前記光学素子及びワークピースの両
方に液浸液体を接触させるための流体供給デバイスとを備える。この装置はまた、前記光
学素子を洗浄するための洗浄デバイス（クリーニングデバイス）を備える。本願の全体に
おいて、「クリーニング（清掃、洗浄）」という用語は光学素子中に吸収された液浸液体
を取り除くことと、汚れ、破片、塩類等を除去することとの両方を意味するために使用さ
れる。
【００１０】
　様々な種類の前述のクリーニングデバイスを、本発明の範囲内で使用し得る。例えば、
クリーニングデバイスは光学素子と接触する液浸液体に対して親和性を有する洗浄液体（
クリーニング液体）を備え得る。液浸液体が水である場合、エタノールをクリーニング液
体にし得る。別の例として、クリーニングデバイスは光学素子を加熱するための熱発生デ
バイス及び／又は光学素子上に減圧状態を発生させる真空デバイスを含み得る。
【００１１】
　吸収された液体を取り除くために、超音波バイブレーターを使用し得る。圧電変換器（
圧電トランスデューサ）のような超音波バイブレーターを、光学素子のハウジング（筐体
）に取り付けるか又は光学素子に対向して設置して、隙間に維持されている液体を介して
振動が光学素子に伝達されるようにし得る。
【００１２】
　又は、キャビテーション気泡を吸収された液体を取り除くために使用し得る。フィン付
き当て物（パッド）を使用して、パッドと光学素子との間に維持された液体にキャビテー
ション気泡を発生させ得る。
【００１３】
　本発明のさらに別の実施形態によれば、自身を通じて、液浸液体をワークピースと光学
素子との間の隙間に供給するノズルは、切り替え弁（スィッチバルブ）などの流路切り替
えデバイスを設けることにより、代替的にクリーニング液体を供給するために用いられ得
る。
【００１４】
　本発明のシステム及び方法を用いれば、クリーニングのために光学素子を取り外す必要
がないためクリーニングの手順を著しく容易にかつ早く行えるようになり、またクリーニ
ングプロセスによって光学素子の耐用年限が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、そのさらなる目的と利点とともに、以下の記載を添付の図面と併せて参照す
ることによって最も良く理解出来るであろう。
【００１６】
　本願の全体において、類似又は同等の構成部品は、異なる図面において同じ符号にて示
されることがあり、且つ、そのような構成部品は説明の簡略化のために重複して説明され
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ない場合がある。
【００１７】
　図１は、本発明のクリーニング方法及びシステムを適用し得る液浸リソグラフィ装置１
００を示す。
【００１８】
　図１に示すように、液浸リソグラフィ装置１００は、照明光学ユニット１であって、エ
キシマレーザユニットなどの光源と、オプティカルインテグレータ（又はホモジナイザー
）と、レンズとを含み、波長が２４８ｎｍのパルス状紫外光ＩＬを射出してレチクルＲ上
のパターンに入射させる照明光学ユニット１を備えている。レチクルＲ上のパターンは、
フォトレジストが塗布されたウェハＷに、テレセントリック光投影ユニットＰＬを介して
特定の倍率（１／４又は１／５等）にて投影される。パルス状の光ＩＬは、あるいは、波
長が１９３ｎｍのＡｒＦエキシマレーザ、波長が１５７ｎｍのＦ２レーザ、又は波長が３
６５ｎｍの水銀ランプのｉ線であってもよい。以下の説明において、図１に示されたＸ軸
、Ｙ軸及びＺ軸の座標系を参照してリソグラフィ装置１００の構造及び機能を記述する際
の方向を説明する。開示及び説明の便宜上、光投影ユニットＰＬは、ウェハＷに対向して
置かれた終端光学素子（レンズなど）と、その他の構成部品を含む円筒状のハウジング３
のみが、図１に示されている。
【００１９】
　レチクルＲは、レチクルＲをＸ方向、Ｙ方向及びＺ軸回りの回転方向に移動させるため
の機構が組み込まれたレチクルステージＲＳＴ上に支持されている。レチクルステージＲ
ＳＴ上のレチクルＲの二次元的な位置及び向きは、レーザ干渉計（図示せず）によってリ
アルタイムで検知され、このようになされた検知に基づいてレチクルＲの位置決めが主制
御ユニット１４により行われる。
【００２０】
　ウェハＷは、ウェハＷのフォーカス位置（Ｚ軸に沿った）及び傾斜角を制御するための
Ｚステージ９上のウェハホルダ（図示せず）により保持されている。Ｚステージ９は、Ｘ
Ｙ平面において光投影ユニットＰＬの結像面と実質的に平行に移動するように適合された
ＸＹステージ１０に固定されている。ＸＹステージ１０はベース１１上に設けられている
。このように、Ｚステージ９は、ウェハＷのフォーカス位置（Ｚ軸に沿った）及び傾斜角
をオートフォーカス及びオートレベリング法によって調整することにより、ウェハ表面を
光投影ユニットＰＬの像面と合致させるものであり、ＸＹステージ１０はウェハＷのＸ方
向及びＹ方向における位置を調整するものである。
【００２１】
　Ｚステージ９の二次元的位置及び向き（ゆえに、ウェハＷの二次元的位置及び向きも同
様に）は、別のレーザ干渉計１３がＺステージ９に取り付けられた可動鏡１２を参照する
ことによりリアルタイムで監視される。この監視の結果に基づく制御データが主制御ユニ
ット１４からステージ駆動ユニット１５に転送され、ステージ駆動ユニット１５はこの受
領した制御データに従ってＺステージ９とＸＹステージ１０の動きを制御するように適合
されている。露光時には、投影光は、ステップ・アンド・リピート手順又はステップ・ア
ンド・スキャン手順にて、レチクルＲ上のパターンに従ってウェハＷ上の異なる露光位置
から露光位置へと逐次移動される。
【００２２】
　図１を参照して記載されているリソグラフィ装置１００は液浸リソグラフィ装置であり
、それゆえに、少なくともレチクルＲのパターン像がウェハＷに投影されている間は、ウ
ェハＷの表面と光投影ユニットＰＬの終端光学素子４の下面との間の空間（「隙間（ギャ
ップ）」）を水などの特定の種類の液体（又は「液浸流体」）７で満たすように適合され
ている。
【００２３】
　光投影ユニットＰＬの終端光学素子４は、円筒状のハウジング３に着脱可能に取り付け
られており、この円筒状のハウジング３は典型的には金属材料を含み腐食し易いために、
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液体７がハウジング３に接触せず、終端光学素子４のみに接触するように設計されている
。
【００２４】
　液体７は、タンク、加圧ポンプ及び温度調節器（個々には図示されていない）を備え得
る液体供給ユニット５から、ウェハＷ上方の空間に温度が調整された条件下で供給され、
液体回収ユニット６によって収集される。液体７の温度は、リソグラフィ装置１００自体
が置かれている室内とおおよそ同じ温度になるように調節される。符号２１は、液体７が
供給ユニット５から供給される複数の供給ノズルを示し、符号２３は液体７が回収ユニッ
ト６へと回収される複数の回収ノズルを示している。しかしながら、図１を参照して上記
に説明したこの構造は、本発明のクリーニング方法及び装置が適用可能な液浸リソグラフ
ィ装置の範囲を限定するように意図されたものではないことをここに記す。換言すれば、
本発明のクリーニング方法及び装置は、様々な種類の液浸リソグラフィ装置に適用可能で
あることは言うまでもない。特に、光投影ユニットＰＬ周りの供給ノズル２１及び回収ノ
ズル２３の数と配置は、液浸液体７の円滑な流れと速やかな回収を実現するための様々な
方法で設計され得ることをここに記す。
【００２５】
　次に、図１から４を参照して、本発明を具体化する、吸湿性材料で形成された終端光学
素子４によって吸収された水などの液体７の一部を取り除くとともに、汚れや破片等を除
去する方法を説明する。図１に示すように、ウェハＷが、照明光学ユニット１から光投影
ユニットＰＬを介した光によって液体７の存在下で露光された後、液体７は光投影ユニッ
トＰＬの下から取り除かれ、クリーニングデバイス３０が図４に示すように終端光学素子
４と接触させられる。クリーニングデバイスが図４に示すような携帯型である場合、クリ
ーニングデバイス３０は、図４に示すように、ウェハＷの代わりにＺステージ９上又は前
述のＺステージ９上のウェハホルダに置かれ得る。
【００２６】
　本発明の目的のために、異なる型や種類のクリーニングデバイス３０を使用し得る。第
一の例として、クリーニングデバイス３０は、光学素子４に吸収された液浸液体７に対し
て強い親和性を有する液体（「クリーニング液体」）を収容する容器（コンテナー）にし
得る。液浸液体７が水である場合、エタノールは水に対して強い親和性を有するため、ク
リーニングデバイス３０はエタノールを収容し得る。取り除かれるべき液体に対して強い
親和性を有し且つ光学素子４又はその被膜（コーティング）を損なわないのであれば、任
意のクリーニング液体を使用し得る。光学素子４の底面は、吸収された液体の度合いを減
らすのに十分な期間でクリーニング液体に浸される。クリーニングデバイス３０はその後
取り外され、再び光学素子４が液体に晒されるべく準備される。
【００２７】
　別の例として、クリーニングデバイス３０は熱発生デバイス及び／又は真空デバイス（
個別には図示されず）を含み得る。熱と減圧を光学素子４上で組み合わせることにより、
吸収された液体が蒸気へと相変化し、又は光学素子の表面から蒸発する。光学素子４の表
面上の液体密度の低下によって、素子４のより深部に吸収された液体７が表面へと引きつ
けられる。
【００２８】
　図５は、第三の例であって、光投影ユニットＰＬのハウジング３に取り付けられた、超
音波トランスデューサ（又は超音波バイブレーター）３２を使用する例を示す。超音波ト
ランスデューサ３２（圧電トランスデューサ等の）が作動すると、圧力波が発生し伝播し
て、光学素子４の表面をクリーニングする役割を果たす。
【００２９】
　図５のクリーニングオペレーション（クリーニング動作）の間、光学素子４に隣接する
隙間は液浸液体７で満たされている。この場合、供給及び回収ノズルは液浸液体７の供給
及び回収を続行してもよく、又は供給及び回収ノズルは液浸液体７の供給及び回収を停止
してもよい。また、クリーニングオペレーションの間は、光学素子４はウェハＷの表面や
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、Ｚステージ９の表面又は他の組立部（アセンブリ）の表面に対向してもよい。
【００３０】
　図６は、第四の例であって、清掃されるべき光学素子４の下方に置かれたバイブレーシ
ョンツール（振動ツール）３４を使用する例を示す。ツール３４はウェハＷのような形状
で、おおよそウェハＷの厚み又は約０．５～１ｍｍの厚みを有するように形成され得、作
動時にはその厚みが変動するように専ら圧電材料で形成され得る。ツール３４が光学素子
４の下方に図１のウェハＷのように置かれ、光学素子４とツール３４の間の隙間に液体７
が満たされると、圧力波が液浸液体７において発生して光学素子をクリーニングする。
【００３１】
　図６のクリーニングオペレーションの間、光学素子４に隣接する隙間は液浸液体７で満
たされる。この場合、供給及び回収ノズルは液浸液体７の供給及び回収を続行してもよく
、又は供給及び回収ノズルは液浸液体７の供給及び回収を停止してもよい。他の例におい
て、バイブレーションツール３４はＺステージ９上のウェハホルダ又は他のアセンブリに
取り付けられた超音波トランスデューサにし得る。
【００３２】
　図７に、平面状の支持部材３９に支持された複数の圧電トランスデューサ３８を備える
、代替の構成を有する別のツール３６を示す。
【００３３】
　図８に、２つの平面状部材４０を有する、クリーニングデバイスのさらに別の例を示す
。２つの平面状部材４０は圧電材料で形成され、向かい合った関係で取り付けられており
、互いに対して平行に且つ１８０°位相をずらして振動するように適合されている。その
結果、互いに対して取り付けられたこれらの部材４０は、図８に極めて誇張されて示され
ているように、横方向に振動する。この振動は一定の間隔で節点を有しており、その節点
では部材４０は変位していない。部材４０はこれらの節点で支持部材４１上に支持されて
いる。これらの部材４０に電圧が印加されて上述されたモードで振動が引き起こされると
、それによって超音波の圧力波が発生されて液体７を介して伝播し、所望されたように光
学素子４がクリーニングされる。
【００３４】
　図９に、液体を取り除くためのさらに別のシステムの例を示す。このシステムは、キャ
ビテーション気泡を創出することにより光学素子４をクリーニングすることを特徴とする
。超音波によって閉じこめられ且つ活性化されたキャビテーション気泡は、高温、高圧の
マイクロリアクターであり、気泡の爆縮によって開放された強力なエネルギーは分子を引
き裂くと考えられている。図９に示された例は、複数のフィンを有するパッド４３を備え
ることを特徴とする。パッド４３のフィンは上方に突出しており、パッド４３は、気泡発
生液１７が光学素子４とパッド４３との間の隙間に充填された状態で、光学素子４の下方
で矢印に示されるように水平に急速に動かされる（パッド４３を動かすための手段は図示
されていない）。パッド４３がこのように動かされると、フィンが液体１７を撹拌する働
きをしてキャビテーション気泡を発生させ、キャビテーション気泡は光学素子をクリーニ
ングする働きをする。
【００３５】
　図１０に、終端光学素子４をクリーニングするという課題に対する異なった取り組みを
示す。この取り組みでは、液浸液体７の供給のために使用されたものと同じ供給ノズル２
１を用いて、終端光学素子４の底面にクリーニング液体を適用することにより終端光学素
子をクリーニングする。この目的のために、液浸液体７とクリーニング液体とを選択的に
供給ノズル２１を介して供給出来るように、スイッチ弁２５が供給ノズル２１と液体供給
ユニット５の間に挿入されている。
【００３６】
　なお、本発明に従うクリーニング方法及びシステムは、異なった種類及び型の液浸リソ
グラフィ装置、例えば、供給ノズルの数が異なる液浸リソグラフィ装置等に適用可能であ
ることをここに再び記す。上述のスィッチ弁は必ずしも各供給ノズルに備えられなくても
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よく、スイッチ弁は供給ノズルの群に備えられてもよい。
【００３７】
　クリーニング液体がこのように供給ノズル２１を介して供給される時、ウェハＷ自体又
は好適な種類のパッド１８が光学素子４の下方に置かれて光学素子との間に好適な隙間を
備え得る。本発明のこの実施形態は、液浸液体を供給するために既に存在している供給ノ
ズルをクリーニングプロセスのために利用出来るという利点を有する。
【００３８】
　上述のように、様々な方法を別々に説明したが、これらの方法は個別に図示されてはい
ないが組み合わせて使用し得ることは言うまでもない。例えば、図９に示されたフィン付
きパッド４３を図１０のパッド１８の代わりに使用してもよい。換言すれば、上述の実施
形態は本発明の範囲を限定するように意図されたものではなく、本発明の範囲内で多々の
修正や変形が可能である。例えば、化学機械的研磨で使用されるものと類似の研磨パッド
をこの目的のために使用し得る。図４から図１０に示したクリーンアップの手順は、紫外
光を用いて実行してもよく、この光を光学素子４に照射し得る。光は、照明光学ユニット
１からの通常の露光光、又はクリーンアップの目的に適切な波長を有する他の光にし得る
。他の例では、クリーンアップ目的の紫外光は図４から図１０に示されたクリーンアップ
手順なしで使用され得、また、光学素子４に隣接する隙間が液体供給ユニット５からの液
浸液体７で満たされるという条件下で使用され得る。当業者にとって明らかでありうるこ
のような全ての修正や変形は、本発明の範囲内として意図されている。
【００３９】
　また、終端光学素子によって吸収された液浸液体を取り除くための上述のクリーニング
方法はいずれも、蓄積され得る塩類、沈殿物、汚れ及び破片をも除去するためのものであ
ることをここに記す。それゆえに「クリーニング（清掃、洗浄）」という用語はこれらの
現象の両方に言及する。
【００４０】
　次に、図２を参照して、本発明を具体化した、液体供給回収システムが組み込まれた液
浸リソグラフィ装置を使用して、半導体デバイスを製造するためのプロセスを説明する。
工程３０１において、デバイスの機能及び性能特性が設計される。次に、工程３０２にお
いてパターンを有するマスク（レチクル）が先の設計工程に従って設計され、並行する工
程３０３において、ウェハがシリコン材料で形成される。工程３０２で設計されたマスク
パターンは、工程３０４において上述のシステムのようなフォトリソグラフィシステムに
よって工程３０３で製造されたウェハ上に露光される。工程３０５において半導体デバイ
スは組み立てられ（ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージング工程を含む）、
最終的に、デバイスは工程３０６において検査される。
【００４１】
　図３に、半導体デバイス製造の場合における、上記工程３０４の詳細なフローチャート
の例を示す。工程３１１（酸化工程）において、ウェハ表面が酸化される。工程３１２（
ＣＶＤ工程）において、絶縁膜がウェハ表面に形成される。工程３１３（電極形成工程）
において、蒸着によってウェハ表面上に電極が形成される。工程３１４（イオン注入工程
）において、イオンがウェハ内に注入される。上記の工程３１１から工程３１４は、ウェ
ハ加工処理中のウェハに対する前処理工程を形成し、各々の工程において加工処理の要請
に従って選択が行われる。
【００４２】
　ウェハ加工処理の各々の段階において、上述の前処理工程が完了したとき、以下の後処
理工程が実行される。後処理工程の間、先ず、工程３１５（フォトレジスト形成工程）に
おいて、フォトレジストがウェハに塗布される。次に、工程３１６（露光工程）において
、上述の露光装置を用いて、マスク（レチクル）の回路パターンをウェハに転写する。そ
の後、工程３１７（現像工程）において、露光されたウェハが現像され、工程３１８（エ
ッチング工程）において、残存したフォトレジスト以外の部分（露光された材料表面）が
エッチングによって除去される。工程３１９（フォトレジスト除去工程）において、エッ
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らの前処理工程及び後処理工程を繰り返すことによって形成される。
【００４３】
　幾つかの好ましい実施形態の観点から、本発明のリソグラフィシステムを説明したが、
本発明の範囲内での変更、置き換え、及び様々な代替同等物が存在する。また、本発明の
方法及び装置を実行する多くの代替方法が存在することをここに記す。したがって、以下
に添付された請求項は、そのような変更、置き換え、及び様々な代替同等物の全てを、本
発明の真の趣旨及び範囲に含まれるものとして包含するものとして解釈されるよう意図さ
れている。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明の方法及びシステムを適用し得る液浸リソグラフィ装置の概略断
面図である。
【図２】図２は、本発明に従い、図１に示された装置を用いて半導体デバイスを製造する
プロセスの例を示すプロセスのフローチャートである。
【図３】図３は、本発明に従って半導体デバイスを製造する場合の、図２に示されたウェ
ハ処理プロセスのフローチャートである。
【図４】図４は、図１の液浸リソグラフィ装置の一部を示す概略側面図である。
【図５】図５は、クリーニングデバイスとして機能するための超音波トランスデューサが
装着された、別の液浸リソグラフィ装置の一部の概略側面図である。
【図６】図６は、さらに別の液浸リソグラフィ装置であって、その光学システムの下方に
圧電クリーニングデバイスを有するさらに別の液浸リソグラフィ装置の一部の概略側面図
である。
【図７】図７は、圧電デバイスの一例の概略斜視図である。
【図８】図８は、二つの互いに付着した面状部材をクリーニングデバイスとして有する、
さらに別の液浸リソグラフィ装置の一部の概略側面図である。
【図９】図９は、気泡発生パッドをクリーニングデバイスとして有する、さらに別の液浸
リソグラフィ装置の一部の概略側面図である。
【図１０】図１０は、流体供給デバイスに組み込まれた切り換えデバイスを有する、さら
に別の液浸リソグラフィ装置の一部の概略側面図である。
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